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大仙市農業委員会農地利用最適化推進委員募集要項  
  

大仙市農業委員会は、農地利用最適化推進委員に欠員が生じたため、次のとお

り大仙市農地利用最適化推進委員を募集します。  

  

１ 募集人数  

１人（欠員が生じている「大曲６」の担当推進委員１人を募集します） 

地区・番号 担当区域  人数  

大曲６ 
大曲あけぼの町、大曲緑町、大曲川原町、大曲船場町 

一丁目、大曲船場町二丁目、大曲西根、蛭川  
１ 

 

２ 任期 

委嘱された日 から 令和８年７月３０日 まで  

 

３ 身分  

大仙市の特別職の非常勤職員  

 

４ 報酬  

「大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例」で

定める額が支給されます。  

 

５ 推薦・応募の要件  

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、担当する

区域において、その職務を適切に行うことができる者。  

ただし次のいずれかに該当する者は、推進委員となることができません。 

（農業委員会等に関する法律第１８条第４項） 

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの者  
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６  職務内容  

① 担当区域において農業委員と連携し、担い手への農地利用の集積・集約 

化、遊休農地の発生防止・解消等、農地利用最適化の推進に関する現場活 

動を日常的に行います。  

②「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の策定・変更や農地等利用 

最適化推進施策について、必要に応じて総会に出席し意見を述べます。  

③ 担当区域における農地法や他の法令に基づく農地の権利移動・農地転用 

の許可、農用地利用集積計画の決定等に関して、現地調査を行うとともに、 

必要に応じて総会等に出席し情報等を提供します。  

④ 農業委員会等が開催する会議や研修に出席します。 

⑤ 農家からの相談、農家への助言・指導、農業一般に関する調査及び情報提供 

を農業委員と連携して行います。 

※ 農地利用最適化委員は、活動内容を月ごとに記録し、農業委員会事務局へ提

出する必要があります。 

 

７ 推薦及び応募の方法  

推薦及び応募の方法は、個人又は団体等からの推薦を受けて申し込む方法と

本人が応募する方法があります。  

 

（１）推薦書及び応募書の様式等  

方法 様式 記入等 

個人又は団体等 

による推薦 
様式第１号 

個人推薦の場合、推薦者が必要事項を記入

し、署名・押印の上、提出します。 

団体等推薦の場合、必要事項を記入し、 

署名・押印の上、提出します。 

本人による応募 様式第２号 本人が必要事項を記入し、署名・押印の上、

提出します。 
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（２）募集要項等の書類  

募集要項、推薦書及び応募書は、農業委員会事務局及び大曲分室で配付し

ております。また、市ホームページ（農業委員会のページ）からもダウンロ

ードできます。  

８ 募集期間及び提出先  

令和６年１月 16 日（火） から 令和６年２月 15 日（木） まで  

①直接持参の場合 ⇒ 平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分まで提出先 

窓口にお出しください。  

②郵送の場合 ⇒ 農業委員会事務局のみで受け付けます。 

令和６年２月 15 日までの到着分のみ有効となります。 

  

提出先 提出方法 住所及び宛先 

農業委員会事務局 

①直接持参 

②郵送 

①大仙市役所神岡支所 １階   

②〒019-1701  

大仙市神宮寺字蓮沼 16 番地 3  

大曲分室 
①直接持参 

のみ  

大仙市役所大曲庁舎 ２階  

（大仙市大曲花園町１番１号）  

 

９ 推薦及び応募状況の公表  

  募集期間終了後に、提出された書類をもとに以下の内容を公表します。  

① 推薦者の氏名、職業、年齢及び性別 

（推薦者が団体等である場合は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、 

構成員の数、構成員たる資格その他の当該団体等の性格を明らかにする事

項） 

② 被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況 

③ 推薦又は応募の理由  

④ 被推薦者の数  

⑤ 応募者の数  

 

10 候補者の選考 

   推進委員候補者評価委員会において、提出された書類をもとに総合的な観点か

ら協議し選定します。必要に応じて面接を実施する場合があります。  
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11 選考結果の通知  

選考結果は、推進委員候補者評価委員会終了後、速やかに本人及び推薦者に

郵送で通知します。  

 注意事項  

・農業委員と農地利用最適化推進委員の両方を兼務することはできません。 

・農地利用最適化推進委員は、複数の地区の農地利用最適化推進委員になること

はできません。  

・他法令等により、農地利用最適化推進委員と兼職が禁止されている職の者は候

補者になれません。  

・農地利用最適化推進委員は政治活動の制限はありませんが、特別職の地方公務

員であるため、その公の地位を利用した選挙運動をすることは禁止されていま

す。  

・農地利用最適化推進委員には職務上知り得た秘密を漏らしてはならない秘密保

持義務があります。この義務はその職を退いた後も同様です。  

・申し込み状況により募集期間を延長する場合があります。延長する場合は、大

仙市ホームページで公表します。  

・提出された書類は、理由の如何を問わず返却しませんのでご了承ください。  

・推薦、応募及び面接等に係る経費は、全て各自の負担となります。  

・推薦書等に記載された内容確認のため、必要に応じて本人又は関係機関等に対

して照会を行う場合があります。  

  

 

≪お問い合わせ・郵送での申込先≫ 

   大仙市農業委員会事務局 

〒019-1701 大仙市神宮寺字蓮沼 16 番地 3 大仙市役所神岡支所内 

電話 0187-72-4611  FAX 0187-72-2413 

 


